
◎本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五

年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 
（平成一五年五月一日法律第三五号）   

一、提案理由（平成一五年三月一八日・衆議院国土交通委員会） 

○扇国務大臣 ただいま議題となりました本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図

るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案及び高速自動車

国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げま

す。 

 まず、本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊

急に講ずべき特別措置に関する法律案につきまして申し上げます。 

 本州四国連絡橋公団の平成十四年度末における有利子債務は約三兆五千億円となる見

込みであり、管理費を上回る料金収入があるものの、利払いが大きいために、支出が収

入を大きく上回っており、その財務状況は極めて厳しいものとなっております。 

 このため、道路関係四公団の民営化に関する当面の措置として、本州四国連絡橋公団

の有利子債務の一部である約一兆三千億円を切り離し、国の道路特定財源により早期に

処理すること等により、将来における国民負担の膨張を避けるとともに、本四架橋とし

ての自立的経営を可能なものとすることとしたところです。 

 この法律案は、これを受けて、本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために

平成十五年度において緊急に講ずべき措置として、政府による公団の債務の承継に関す

る特別措置について定めるものでございます。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために、政府は、本州四国連絡橋公団

の長期借入金及び本州四国連絡橋債券に係る債務の一部を一般会計において承継するも

のとしております。 

……………（略）…………… 

 以上が、本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において

緊急に講ずべき特別措置に関する法律案及び高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法

の一部を改正する法律案を提案する理由でございます。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 ありがとうございました。 

二、衆議院国土交通委員長報告（平成一五年四月三日） 

○河合正智君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊

急に講ずべき特別措置に関する法律案について申し上げます。 



 本案は、本州四国連絡橋公団の危機的な財務状況にかんがみ、同公団の債務の負担の

軽減を図るため平成十五年度において緊急に講ずべき措置として、当該債務の一部を一

般会計において承継する等の措置を講じようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 両案は、去る三月十八日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会

に付託され、同日の委員会において扇国土交通大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取

し、翌十九日に質疑に入り、二十五日参考人からの意見聴取を行い、四月二日質疑を終

了いたしました。 

 質疑の中では、本州四国連絡橋公団の債務切り離し後の償還の見通し、今後の高速自

動車国道の整備見通し、新直轄方式で整備される高速自動車国道の選定基準等について

議論が行われました。 

 質疑終了後、両案について討論を行い、採決をいたしました結果、両案はいずれも賛

成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊

急に講ずべき特別措置に関する法律案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年四月二日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを

期すべきである。 

 本州四国連絡道路の完成によって、一般旅客定期航路事業の経営に重大な影響が懸念

されていることに鑑み、関係する地方公共団体の協力を得て必要に応じ適切な措置を講

ずるよう努めること。 

三、参議院国土交通委員長報告（平成一五年四月二五日） 

○藤井俊男君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊

急に講ずべき特別措置に関する法律案は、本州四国連絡橋公団の危機的な財務状況にか

んがみ、同公団の債務の負担の軽減を図るため、平成十五年度において緊急に講ずべき

措置として、当該債務の一部を国の一般会計において承継する措置を講じようとするも

のであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、二法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取すると

ともに、本州四国連絡橋の整備効果とその管理技術水準の向上、本州四国連絡橋公団の

財務状況の悪化の原因とその責任の所在、同公団の財務状況の改善のための経営努力の

内容、一般会計が承継した債務の償還に自動車重量税の収入を充てることの是非、一般

旅客定期航路事業に与える影響及びその緩和のための国の支援措置、高速自動車国道ネ



ットワークの早期完成に対する国の責任、道路関係四公団民営化推進委員会の意見書に

対する対処方針、高速自動車国道を民間会社に帰属させることの是非など道路関係四公

団の民営化に当たっての注意事項、新直轄方式による高速自動車国道の採択基準と事業

費の算定根拠、同方式導入に伴う地方負担に対する財政措置、日本道路公団の経営合理

化と関連企業への発注及び天下りの是正その他について質疑が行われましたが、詳細は

会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して大沢委員より二法律

案にそれぞれ反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、二法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 なお、二法律案に対してそれぞれ附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年四月二四日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の点について、その運用に遺憾なきを期すべきであ

る。 

一、本州四国連絡道路の完成によって、一般旅客定期航路事業の経営に重大な影響が懸

念されていることに鑑み、関係する地方公共団体の協力を得て必要に応じ適切な措置

を講ずるよう努めること。 

 右決議する。 


